
内 閣 府

平成 25 年 12 月 10 日 

内 閣 府 大 臣 官 房 

公 益 法 人 行 政 担 当 室 

 公益社団法人全日本テコンドー協会における社員の議決権をめぐる問

題に関し、内閣府は本日付けで、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1

項の規定による勧告を行いましたので、公表します。 

 この勧告は、公益認定等委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46

条第 1項の規定による勧告に基づき行政庁が行うものです。 

詳細は、別添資料を御覧ください。 

【本件問合せ先】 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

中里、馬渕 

ＴＥＬ：５４０３－９５３８(直通) 

ＦＡＸ：５４０３－０２３１ 

公益社団法人全日本テコンドー協会に対する勧告について 
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（公社）全日本テコンドー協会に対する勧告について 

１．事案の概要 

○ （公社）全日本テコンドー協会（以下「協会」）は、平成 24年４月１日に新制

度の公益社団法人に移行し、内閣府の監督下にある。 

○ 社員総会における社員の議決権について、一般法人法第 48条第１項は「社員は、

各一個の議決権を有する」としており、これについて「別段の定め」をするには

定款による必要がある（同項ただし書）。 

○ 公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する観点から、平成 25年

８月 13日に、協会における会員資格停止処分について 報告徴収（公益認定法第 27

条第 1項）を実施し、これに対する報告書が９月９日に提出された。 

○ この結果、協会 においては、定款ではなく理事会決議で制定された賞罰規程

に基づき「社員の資格停止処分」が行われ、当該処分を受けた社員は 社員総会に

おける議決権の行使ができないことが判明した。 

○ 公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき同法人に

対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、12月 10日、委員会から行政庁（内

閣総理大臣）に対する勧告（同法第 46条第１項）を実施 

 これを受けて、同日、行政庁（内閣総理大臣）から同法人に対する勧告（同法

第 28条第１項）を実施 

（参考：公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等） 

２．勧告の概要（→別添：（公社）全日本テコンドー協会に対する勧告書全文） 

（勧告を行う理由）（→別添の別紙（委員会勧告書）参照） 

○ 協会において、「社員の資格停止処分」を受けた社員による社員総会における

議決権の行使が妨げられていることは、一般法人法に違反・抵触している疑い

がある。 

（勧告において求める措置） 

（１）一般法人法の規定に適合するよう、社員総会において全ての社員の議決権の行

使を認めること。 

（２）上記（１）を踏まえ、当該法人の 賞罰規程につき必要な措置を講じること。 

（３）上記（１）及び（２）の措置を 平成 26年１月 21日まで に講じ、行政庁に報

告すること。 
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報告徴収・立入検査 事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施（認定法第27条第1項）

※欠格事由に関する事項については行政庁が実施

命令
勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その

勧告に係る措置をとらなかったとき
→その勧告に係る措置をとるべき旨命令
（認定法第28条第3項） ※公示規定あり

【事前に弁明の機会の付与が必要（行政手続法）】

認定取消し
必要的取消し：欠格事由該当、命令違反等
任意的取消し：認定基準不適合、認定法

その他の法令違反
（認定法第29条第1項、第2項） ※公示規定あり

【事前に聴聞の実施が必要（行政手続法）】

行政庁に対する勧告
認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき
→勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて

内閣総理大臣に勧告（認定法第46条第1項）
※公表規定あり

又は

諮問
行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合

（委員会の勧告を受けて行う場合を除く）
（認定法第43条第1項第2号）

答申
（ ※公表規定あり ）

勧告
任意的認定取消事由（認定基準不適合、認定法
その他の法令違反）に該当すると疑うに足りる

相当な理由がある場合
→期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告

（認定法第28条第1項） ※公表規定あり

勧告・命令・認定取消しを行う場合は、
事前に以下のいずれかの手続が必要
（※欠格事由関係等、一部例外を除く）

公
益
認
定
等
委
員
会

行
政
庁
（内
閣
総
理
大
臣
）

公
益
法
人

公益法人の監督措置に係る手続の流れ
（参考）

公益法人のガバナンス・情報開示と監督の概要

公益法人
社員総会（社団）・評議員会（財団）

理事会

代表理事

監事

会計監査人
（大規模法人は必置）

理事・監事等の選任

選定

公益目的事業の
実施

事業計画書・事業報告等
（定期提出書類）の提出

（毎年度）

財産目録等
閲覧請求

処分の

公表・
公示

立入検査・報告徴収
（事業の適正な運営を確保する

ため必要な限度で実施）

勧告・命令
（認定取消事由に該当する
相当な疑いがある場合）

認定取消し
（認定基準不適合、欠格事由
該当、命令違反等の場合）

諮問

行政庁
（内閣総理
大臣・

都道府県
知事）

答申・
勧告

公益認定
等委員会・

都道府県
の合議制
の機関

法人による情報開示と自己規律 行政庁による監督

国 民

財産目録、役員名簿、役員報酬支給基準、定款、社員名簿（社団）、
事業計画書、事業報告、計算書類（貸借対照表・損益計算書）等

書類の作成・備置き

財産目
録等閲
覧請求
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（抄）

（平成十八年六月二日法律第四十九号）

（報告及び検査）

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい

て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状

況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その

運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。

（勧告、命令等）

第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う

に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置

をとるべき旨の勧告をすることができる。

２ 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内

容を公表しなければならない。

３ 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措

置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。

４ 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公示しなければならない。

５ （略）

（公益認定の取消し）

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り

消さなければならない。

一 第六条各号（第二号を除く ）のいずれかに該当するに至ったとき。。

二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五

条第一項の認可を受けたとき。

三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。

四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと

ができる。

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

二 前節の規定を遵守していないとき。

三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。

３ （略）

４ 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で

定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

５～７（略）
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（委員会への諮問）

第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項（第

二十九条第三項において準用する場合を含む ）の規定による許認可等行政機関の意見。

（第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く ）を付して、委員。

会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ

いては、この限りでない。

一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可

の申請に対する処分をしようとする場合（申請をした法人が第六条各号のいずれかに

該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否

する場合を除く ）。

二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し

くは第二項の規定による公益認定の取消し（以下「監督処分等」という ）をしよう。

とする場合（次に掲げる場合を除く ）。

イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに

該当するものである場合

ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一

項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ

うとする場合

ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

２ （略）

（委員会による勧告等）

第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定

に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、

公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す

るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同

条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定

の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

２・３（略）

（権限の委任等）

第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限（第六条各号に掲げる

一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお

いて同じ ）を委員会に委任する。。

２ （略）
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（抄）

（平成十八年六月二日法律第四十八号）

（議決権の数）

第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを

妨げない。

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社

員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
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